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現
況
届
は
毎
年
６
月
１
日
時
点
で
児
童
手
当
を

受
給
し
て
い
る
方
に
つ
い
て
、手
当
を
引
き
続
き
受

け
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
確
認
す
る
た
め
の

も
の
で
す
。

　

令
和
４
年
６
月
の
児
童
手
当
制
度
の
変
更
に
よ

り
、公
簿
な
ど
で
現
況
を
確
認
で
き
る
場
合
は
、原

則
現
況
届
の
提
出
が
不
要
で
す
。

　

た
だ
し
、次
の
条
件
に
該
当
す
る
方
は
、引
き
続

き
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

①
離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別
居
し
て
い
る
方

　

②
支
給
要
件
児
童
の
戸
籍
や
住
民
票
が
な
い
方

　

③
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
な
ど
に
よ
り
、住
民
票
の

　
　

住
所
地
が
実
際
の
居
住
市
区
町
村
と
異
な
る
方

　

④
法
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
、施
設
・
里
親
の

　
　

受
給
者

　

⑤
そ
の
他
、赤
平
市
か
ら
提
出
の
案
内
が
あ
っ
た
方

※
現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
方
に
は
赤
平
市
か
ら

※
現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
方
に
は
赤
平
市
か
ら

　

案
内
を
郵
送
し
ま
す
。

　

案
内
を
郵
送
し
ま
す
。

※
現
況
届
が
届
い
た
方
は
、現
況
届
を
提
出
し
な
い

※
現
況
届
が
届
い
た
方
は
、現
況
届
を
提
出
し
な
い

　

と
６
月
分
以
降
の
手
当
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

　

と
６
月
分
以
降
の
手
当
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

　

き
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

き
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

中
学
生

３
歳
か
ら
小
学
校

　
　
　
　

終
了
前

０
歳
か
ら
３
歳
未
満

児
童
の
年
齢
な
ど

第
３
子
以
降

第
１
子
・
第
２
子

　

１
０
，０
０
０
円

１
５
，０
０
０
円

　

１
０
，０
０
０
円

　

１
５
，０
０
０
円

児
童
手
当
の
額

（
１
人
当
た
り
の
月
額
）

　

次
回
の
児
童
手
当
の
定
期
支
給
日
は
、令
和
５
年

６
月
５
日
俄
で
す
。

　

令
和
５
年
10
月
定
期
支
給
か
ら
、支
払
通
知
書
の

送
付
を
廃
止
い
た
し
ま
す
。支
給
日
以
降
に
記
帳
す

る
な
ど
し
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、お
願
い

し
ま
す
。

※
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
の
所
得
が
所
得
制
限
限
度
額
以
上
の

　

場
合
は
、特
例
給
付
と
し
て
月
額
一
律
５
，０
０
０
円
を
支
給
し

　

ま
す
。

※
第
３
子
以
降
と
は
、高
校
卒
業
ま
で（
18
歳
の
誕
生
日
後
の
最
初

　

の
３
月
31
日
ま
で
）の
養
育
し
て
い
る
児
童
の
う
ち
、３
番
目
以

　

降
を
い
い
ま
す
。

翌
年
２
月

10
月

６
月

支
給
月

10
月
、11
月
、12
月
、翌
年
１
月
分

　

６
月
、７
月
、８
月
、９
月

分

　

２
月
、３
月
、４
月
、５
月

分

支
給
対
象

<

支
給
月
一
覧>

<

支
給
額>

各
支
払
月
の
５
日
に
支
給
し
ま
す
。

※
転
出
な
ど
で
受
給
資
格
が
消
滅
し
た
場
合
や
、必

　

要
書
類
の
提
出
が
遅
れ
た
場
合
は
、支
給
日
は
右

　

記
と
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
支
払
日
が
金
融
機
関
の
休
業
日
の
場
合
な
ど
は
、

　

直
前
の
営
業
日
が
振
込
日
と
な
り
ま
す
。

【
問
合
せ
】

　

こ
ど
も
未
来
・
医
療
給
付
係

　
緯
32-

２
２
１
６

児児
童
手
当
に
つ
い
て

手
当
に
つ
い
て

児
童
手
当
の
現
況
届
に
つ
い
て

児
童
手
当
の
現
況
届
に
つ
い
て

児
童
手
当
の
支
給
日
な
ど
に
つ
い
て

児
童
手
当
の
支
給
日
な
ど
に
つ
い
て
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や
っ
て
は
ダ
メ
！
く
る
ま
の
不
正
改
造

６
月
は「
不
正
改
造
車
排
除
強
化
月
間
」

　

札
幌
運
輸
支
局
で
は
、毎
年
６
月
を「
不
正
改
造
車
排

除
強
化
月
間
」と
し
て
、不
正
改
造
車
の
排
除
に
一
層
強

力
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

皆
様
も
こ
の
機
会
に
、不
正
改
造
の
防
止
に
つ
い
て
理

解
を
深
め
て
い
た
だ
き
、そ
の
排
除
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

札幌法務局・札幌国税局・札幌運輸支局からのお知らせ札幌法務局・札幌国税局・札幌運輸支局からのお知らせ

札
幌
法
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

札
幌
法
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

登
記
事
項
証
明
書
の
請
求
は
、

　
「
か
ん
た
ん
証
明
書
請
求
」で

　

不
動
産
や
会
社
・
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
の
請
求
が
、

自
宅
や
会
社
の
パ
ソ
コ
ン
な
ど
か
ら
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
て「
か
ん
た
ん
証
明
書
請
求
」で
、必
要
な
事
項

を
入
力
す
る
だ
け
で
手
続
き
で
き
ま
す
。

繋
窓
口
で
請
求
す
る
場
合
、手
数
料
が
１
通
６
０
０
円
の

　

と
こ
ろ
、「
か
ん
た
ん
証
明
書
請
求
」を
利
用
す
る
と
、郵

　

送
で
の
受
け
取
り
は
５
０
０
円（
郵
送
料
込
み
）、窓
口

　

で
の
受
け
取
り
は
４
８
０
円
と
な
り
、大
変
お
得
で
す
。

罫
請
求
し
た
証
明
書
は
、自
宅
や
会
社
な
ど
で
の
郵
送
に

　

よ
る
受
け
取
り
の
ほ
か
、法
務
局
の
窓
口
で
も
受
け
取

　

る
こ
と
が
可
能
で
す
。

茎
法
務
局
の
窓
口
は
、17
時
15
分
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す

　

が
、「
か
ん
た
ん
証
明
書
請
求
」を
利
用
す
る
場
合
、21

　

時
ま
で
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
メ
リ
ッ
ト

　

手
数
料
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
や
、ペ
イ

ジ
ー
対
応
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
合
せ

　

パ
ソ
コ
ン
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
利
用
環
境
や
操
作
方

法
な
ど
詳
細
は
、左
記
の「
登
記
・
供
託
オ
ン
ラ
イ
ン
申

請
シ
ス
テ
ム
」ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、サ

ポ
ー
ト
デ
ス
ク
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

https://www.touki-kyoutaku-
online.moj.go.jp/

サ
ポ
ー
ト
デ
ス
ク
緯
０
５
０-

３
７
８
６-

５
７
９
７

問
合
せ　

札
幌
国
税
局
人
事
第
２
課
採
用
担
当

　
　
　
　

緯
０
１
１-

２
３
１-

５
０
１
１

　
　
　
　

ま
た
は
最
寄
り
の
税
務
署（
総
務
課
）

税
務
職
員
募
集

　

札
幌
国
税
局
で
は
、国
税
局
や
税
務
署
に
お
い
て
活
躍

す
る
税
務
職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、左
記
の「
国
会
公
務
員
採
用
試
験
」

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

https://www.jinji-shiken.
go.jp/juken.html

札
幌
国
税
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

札
幌
国
税
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
合
せ
・
情
報
提
供
・
ご
相
談

　

不
正
改
造
車
１
１
０
番

　
緯
０
１
１-

７
３
１-

７
１
６
８

詳
し
く
は
こ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い

http://www.tenken-seibi.com/

札
幌
運
輸
支
局
か
ら
の
お
知
ら
せ

手話モデル　河村 哲郎 さん

（赤平手話の会）

第71回

「水泳」「水泳」

右手のひらを下に向け右手２指を交互

に上下にさせながら、右へ移動する。

手話に手話に
チャレンジチャレンジ


